
南関町における学校運営協議会と
地域学校協働活動の一体的推進



平成１９年度

南関町では、「地域」で「子供（学校）」を支えるために、町単独

事業として「学校応援団事業」を開始し、「統括コーディネーター」

配置しました。

南関町での学校と地域連携のあゆみ

平成２３年４月
文科省事業「学校・家庭・地域の連携による教育支援活動促進業」

への取組みが開始されました。このときに、各学校へのコーディネー
ター配置、取組みも多用化しました。

【取組み内容】

「学校支援地域本部事業」、「放課後子供教室推進事業」

平成２９年４月

『南関町学校運営協議会』スタート

南関の四つの小学校と中学校に学校運営協議会設置

平成３０年４月

『学校応援団』を『地域学校協働活動』として再々スタート

◎学校運営協議会とは
法律に基づき教育委員会により任命された委員が、一定の権限を持っ
て、学校の運営とそのために必要な支援について協議する合議制の機関
のことです。（３つの役割があります）
①校長が作成する学校運営の基本方針を承認すること
②学校運営について、教育委員会又は校長に意見を述べることができる
③教職員の任用に関して、教育委員会規則で定める事項について、教育
委員会に意見を述べることができる

※この学校運営協議会が設置された学校をコミュニティ・スクールといいます。

◎地域学校協働活動とは
地域全体で子供たちの学びや成長を支えるとともに、｢学校を核とした地域づ
くり｣ を目指して、学校と地域が相互にパートナーとなり連携・協働して行う様々
な活動のことです。

－１－

現在は「学校運営協議会」と「地域学校協働活動」の

一体的推進に取り組んでいます



－２－

南関町の各小中学校に学校運営協議会が設置され、令和４年度で６年目を迎え
ます。令和３年度は地域学校協働活動（学校応援団）等との一体的推進を図るた
め、両組織の運営委員会を合同で実施することにしました。また、令和２年度まで
は地域学校協働活動運営委員会へのＰＴＡの参加が各学校代表者1名でありまし
たが、「学力向上」「心づくり」「体づくり」「環境充実」の四つの部会に参加いただく
ため、ＰＴＡ参加者を４名増員し、ＰＴＡとの連携をさらに深められるようにしました。
これらの新体制により、協議だけでなく課題に対する取組みが更に充実することを
願っています。



四つの部会に、各学校の先生方や学校運営協議会委員・推進員・ＰＴＡ、町関係者
が分散して参加することにより、各学校の取り組みの良さや課題及び課題解決策等が
協議され、協議された内容は各学校やＰＴＡ・それぞれの組織等に持ち帰り、町単位
での取り組みを実践する。そういった五者連携での活動とする。

－３－

８０名が四つの部会に分かれて課題から対策まで協議



第１・２回合同会で協議された各部会の内容は、南関町のホームページの
「学校運営協議会＆地域学校協働活動だより」に掲載しています。
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環境充実部 地域

学校応援団による環境美化も、特定の少数の方の負担を軽減するため登録

者を増やし、多数の協力が得られるようにする。

ＳＮＳやネット上のトラブルに巻き込まれないよう、ネットテラシー(情

報モラル）の向上に協力する。

心づくり部 地域

登下校中の児童生徒には、地域の者から声掛けを行う。

児童生徒が地域の方と交流したり地域で体験活動ができるよう支援する。

学校・行政・主任児童委員が連携して子どもや家庭へのサポートを行う。

体づくり部 地域

児童生徒が興味関心を持ち、短時間でできるような朝食づくりのレシピや

動画を作成する。

お婆ちゃんの豆知識や旬の野菜を使った朝食の作り方を紹介する。

環境充実部
家庭

(ＰＴＡ)

定期的なＰＴＡや親子による美化作業を実践する。

来客を伴う学校行事前の環境美化に協力する。

ＰＴＡのOB会やOG会にも環境美化への協力を依頼する。

学力向上部 地域

家庭

(ＰＴＡ)

子どもがスマホ等の端末を使用する内容や時間については親がしっかりと

管理し、親も子どもの前でスマホ等を扱う時間を自粛する。また、中学校

が生徒会とＰＴＡで作成したスマホ等の利用規定を共有し実践する。

体づくり部
家庭

(ＰＴＡ)

10分で作れる朝食づくりの動画を視聴することにより、朝食の大切さを理

解し偏りのない朝食づくりを行う。

ＰＴＡや学校応援団の支援をいただきながら環境美化に努める。

働き方改革から考えると限界もあるが、児童生徒や来校者が行き来する場

所の朝の点検や対応に努める。

学力向上部
家庭

(ＰＴＡ)

親もタブレット等の端末の活用能力を高め、子どもへの支援やチェックが

できるようになる。そのためＰＴＡ主催等の研修会に参加する。

心づくり部

環境充実部 学校

タブレットは、子どもが学びの主体者となるための道具であることを認識

し、研究授業を実践しながらＩＣＴ活用の普及や推進に努める。

心づくり部 学校

不登校及びいじめに関するアンケートや担任による教育相談を継続し、適

応指導教室や行政・主任児童委員と連携した支援を行う。

情報モラル教育やノーメディアデーの取り組みを小中連携で推進する。

体づくり部 学校

体温や朝食の摂取の確認は、今後も継続する。

食に関する指導やリクエスト給食などを通して栄養面なども考えさせなが

ら、食に関する意識を向上させる。

学力向上部 学校



現在の南関町の小中学校では

●児童・生徒一人一人が学校で使用で

きるタブレットを準備できている。

●家庭でもタブレットを使用できるよ

うな環境整備を進めている。

●家庭にいて学校の先生とオンライン

による話し合いができる。

●個の定着度に応じた学習教材にチャ

レンジできる。

－５－



－５－

－６－

【地域学校協働活動取組事例】

「わらぞうり」作り

令和３年度も12月から４つの小学校の６年生を対象
に、伝統工芸学習(作陶体験)が始まりました。
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